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新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

十
三

法
第
二
十
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
る
期
限
の
延
長
に
関
す
る
処
分

十
二

法
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
保
全
差
押
に
関
す
る
処
分

十
一

法
第
十
四
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
知

十

法
第
十
四
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分

九

法
第
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
知

八

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の
十
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

知
七

法
第
十
一
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告

六

過
少
申
告
加
算
金
、
不
申
告
加
算
金
及
び
重
加
算
金
の
決
定

五

減
免
に
関
す
る
処
分

四

還
付
又
は
充
当
に
関
す
る
処
分

三

担
保
の
徴
取
及
び
担
保
の
処
分
に
関
す
る
処
分

二

徴
収
の
猶
予
、
換
価
の
猶
予
及
び
滞
納
処
分
の
執
行
停
止
に
関
す
る
処
分

一

納
付
又
は
納
入
す
べ
き
金
額
及
び
納
付
又
は
納
入
の
期
限
の
告
知

げ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
七

法
第
十
九
条
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
処
分
は
、
次
の
各
号
に
掲

（
法
第
十
九
条
第
九
号
の
処
分
）

改

正

案

十
三

同
上

十
二

同
上

十
一

同
上

十

同
上

九

同
上

八

同
上

七

同
上

六

同
上

五

同
上

四

同
上

三

同
上

二

同
上

一

同
上

第
一
条
の
七

同
上

（
法
第
十
九
条
第
九
号
の
処
分
）

現

行
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な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得

欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

。
以
下
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
の
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上

第
三
条

法
人
（
法
第
二
十
四
条
第
六
項
に
お
い
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む

（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知

二
十
三

政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
八
第
四
項
（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
七
に
お
い

二
十
二

法
附
則
第
二
十
九
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

二
十
一

法
第
六
百
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

二
十

法
第
六
百
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

十
九

法
第
四
百
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
期
限
の
延
長
に
関
す
る
処
分

を
含
む
。
）
又
は
第
三
百
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

十
八

法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

分
十
七

法
第
七
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
期
限
の
延
長
に
関
す
る
処

よ
る
承
認
に
関
す
る
処
分

第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

十
六

法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法

る
処
分

十
五

法
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

十
四

法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分

第
三
条

同
上

（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

二
十
三

同
上

二
十
二

同
上

二
十
一

同
上

二
十

同
上

十
九

同
上

十
八

同
上

十
七

同
上

十
六

同
上

十
五

同
上

十
四

法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
処
分
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（
政
令
第
九
条
の
七
第
二
十
七
項
の
書
類
）





利
子
割
額
の
明
細
書
（
法
第
五
十
三
条
第
二
十
八

第
九
号
の
二
様
式
及
び

道
府
県
民
税
の
申
告
書
）





外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
に
関
す
る
明
細
書

第
七
号
の
二
様
式

申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の

第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
道
府
県
民
税
の

様
式
別
表
四
の
三
）

県
民
税
の
申
告
書
）





予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法

第
七
号
様
式
（
第
六
号

申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
道
府

人
に
係
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
道
府
県
民
税
の

規
定
に
よ
つ
て
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法

五
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

法
律
第
三
十
四
号
）
第
八
十
九
条
（
同
法
第
百
四
十

れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年

る
同
条
第
二
十
二
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
）

）





退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
確
定
申
告
書
及
び
こ

第
六
号
の
二
様
式

四
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係

係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第

か
ら
別
表
四
の
三
ま
で

が
で
き
る
。申

告

書

等

の

種

類

様

式





確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に

第
六
号
様
式
（
別
表
一

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

第
六
号
様
式
（
別
表
三

か
ら
別
表
四
の
二
の
七

ま
で
）

第
六
号
様
式
別
表
四
の

同
上

か
ら
別
表
四
の
三
ま
で

（
別
表
三
か
ら
別
表
四

の
二
の
七
ま
で
を
除
く

。
）
）

同
上

同
上

同
上

第
六
号
様
式
（
別
表
一
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項
の
書
類
）

第
九
号
の
三
様
式

四
及
び
第
九
号
の
二
様

式





課
税
標
準
の
分
割
に
関
す
る
明
細
書
（
法
第
五
十

第
十
号
様
式

同
上

同
上

七
条
第
一
項
の
課
税
標
準
の
分
割
に
関
す
る
明
細
書

）




均
等
割
申
告
書
（
法
第
五
十
三
条
第
十
九
項
の
道

第
十
一
号
様
式

同
上

同
上

府
県
民
税
の
申
告
書
）





申
告
書

の
提
出
期
限
の
延
長

第
十
三
号
の
二
様
式
及

法
人
税
に
係
る
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長

第
十
二
号
様
式

の
処
分
等
の
届
出
書
及
び
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延

び
第
十
四
号
様
式

の
処
分
等
の
届
出
書
（

長
の
取
り
や
め
等
の
届
出
書
（
法
第
五
十
三
条
第
四

法
第
五
十
三
条
第
四

十
四
項
及
び
第
四
十
五
項
の
届
出
書
）

十
四
項
及
び
第
四
十
五
項
の
届
出
書
）

２

略

２

略

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
書
等
の
様
式
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
書
等
の
様
式
）

第
四
条
の
四

法
人
の
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

第
四
条
の
四

同
上

掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

申

告

書

等

の

種

類

様

式

同
上

同
上





災
害
等
に
係
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
承

第
十
三
号
様
式

申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
承
認
申
請
書


同
上

認
申
請
書
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
（
法

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
（
法

第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て

場
合
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二

準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
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項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含

項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
四
項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第

む
。
）
及
び
第
四
項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
二
条
の

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
二
条
の

二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第

二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第

七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規

七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規

定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承

定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承

認
の
申
請
書
）

認
の
申
請
書
）





申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
処
分
等
の
承
認
申

第
十
三
号
の
二
様
式

申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
承
認
申
請
書


同
上

請
書
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
三
項
及
び
第
五

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
三
項
及
び
第
五

項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準

項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に

用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
書
）

）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
書
）





申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
取
り
や
め
等
の
届

第
十
四
号
様
式

届
出
書
（

同
上

出
書
（
政
令
第
二
十
四
条
の
四
第
四
項
（
政
令
第
二

政
令
第
二
十
四
条
の
四
第
四
項
（
政
令
第
二

十
四
条
の
四
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

十
四
条
の
四
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
届
出
書
）

を
含
む
。
）
の
届
出
書
）

（
市
町
村
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
市
町
村
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
条

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、

第
十
条

同
上

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲

げ
る
様
式
（
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な

い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
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同
条
第
二
十
二
項
の
市
町
村
民
税
の
申
告
書
）



予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法

第
一
項
の
市
町
村
民
税
の
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る

義
務
が
あ
る
法
人
に
係
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
書
を
提
出
す
る

同
法
第
百
四
十
五
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
人
税
法
第
八
十
九
条
（

係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一

項
及
び
第
四
項
の
市
町
村
民
税
の
申
告
書
並
び
に
こ

れ
ら
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
市
町
村
民
税
の
申

告
書
）



退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
確
定
申
告
書
及
び
こ

出
す
べ
き
届
出
書
）



確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に

第
三
百
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
提

提
出
す
べ
き
届
出
書
）



特
別
徴
収
に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書
（
法

（
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申

告

書

等

の

種

類



給
与
支
払
報
告
書



公
的
年
金
等
支
払
報
告
書



給
与
支
払
報
告
に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書



第
二
十
号
の
三
様
式
（

一
か
ら
別
表
四
の
三
ま

で

）



第
二
十
号
の
二
様
式



第
二
十
号
様
式
（
別
表



様

式



第
十
七
号
様
式



第
十
七
号
の
二
様
式



第
十
八
号
様
式

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

一
か
ら
別
表
四
の
三
ま

で
（
別
表
三
か
ら
別
表

四
の
二
の
五
ま
で
を
除

く
。
）
）

同
上

第
二
十
号
様
式
（
別
表

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上
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第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
市
町

第
二
十
号
様
式
別
表
四

村
民
税
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
二

の
三
）

十
二
項
の
市
町
村
民
税
の
申
告
書
）





外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
に
関
す
る
明
細
書

第
二
十
号
の
四
様
式

同
上

第
二
十
号
様
式
（
別
表

（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
十
八
項
の
書
類
）

三
か
ら
別
表
四
の
二
の

五
ま
で
）





課
税
標
準
の
分
割
に
関
す
る
明
細
書
（
法
第
三
百

第
二
十
二
号
の
二
様
式

同
上

同
上

二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
課
税
標
準
の
分
割
に
関

す
る
明
細
書
）





均
等
割
申
告
書
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
十

第
二
十
二
号
の
三
様
式

同
上

同
上

九
項
の
市
町
村
民
税
の
申
告
書
）

２
～
４

略

２
～
４

略

（
法
人
の
都
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
都
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
条
の
二

法
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
都
が
そ
の
特
別
区

第
十
条
の
二

同
上

の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て
法
人
に
対
し
て
課
す
る
都
民
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様

式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総

務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申

告

書

等

の

種

類

様

式

同
上

同
上





確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に

第
六
号
様
式
（
別
表
一

同
上

第
六
号
様
式
（
別
表
一

係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の

か
ら
別
表
四
の
三
ま
で

か
ら
別
表
四
の
三
ま
で
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十
八
項
の
書
類
）

項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
五
十
三
条
第
二



利
子
割
額
の
明
細
書
（
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三

書
類
）

用
さ
れ
る
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
十
八
項
の

（
政
令
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
準



外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
に
関
す
る
明
細
書

申
告
書
）

申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の

る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の

第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ



予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法

十
二
項
の
申
告
書
）

の
八
第
一
項
の
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条

義
務
が
あ
る
法
人
に
係
る
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
書
を
提
出
す
る

同
法
第
百
四
十
五
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
人
税
法
第
八
十
九
条
（



退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
確
定
申
告
書
及
び
こ

る
同
条
第
二
十
二
項
の
申
告
書
）

第
一
項
及
び
第
四
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係

規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八

第
九
号
の
三
様
式

第
九
号
の
二
様
式
及
び

第
二
十
号
の
四
様
式
別

表
二

第
七
号
の
二
様
式
及
び

様
式
別
表
四
の
三
）

第
七
号
様
式
（
第
六
号

第
六
号
の
二
様
式

）



同
上

同
上

 

同
上



同
上

式四
及
び
第
九
号
の
二
様

第
六
号
様
式
別
表
四
の

第
六
号
様
式
（
別
表
三

か
ら
別
表
四
の
二
の
七

ま
で
）
及
び
第
二
十
号

様
式
別
表
四
の
二

同
上

同
上

（
別
表
三
か
ら
別
表
四

の
二
の
七
ま
で
を
除
く

。
）
）
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第
十
九
項
の
申
告
書
）

２

略規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八



均
等
割
申
告
書
（
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の

に
関
す
る
明
細
書
）

三
百
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
課
税
標
準
の
分
割

三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第



課
税
標
準
の
分
割
に
関
す
る
明
細
書
（
法
第
七
百

２

略


第
十
一
号
様
式



第
十
号
様
式

同
上

同
上

同
上

同
上


